
 

 

奈個情第５９号 

令和３年２月９日 

 

 

奈良市長 様 

（諮問実施機関担当課 総合政策部秘書広報課） 

 

 

奈良市個人情報保護審議会 

会長  佐々木 育子 

 

 

奈良市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に係る 

諮問について（答申） 

 

 

令和３年１月２１日付け奈政秘第７３号で諮問のあった下記の件について、別紙

のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

【諮問 ： 個情第０２－１６号】 

ＬＩＮＥセグメント配信サービスに係る電子計算機の結合について 
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（別紙） 

答申：個 情 第 ４ １ 号 

諮問：個情第０２－１６号 

 

答  申 

 

第１ 審議会の結論 

奈良市長が、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を利用し、奈良市公式ア

カウントに登録した市民等が必要な情報を選択した奈良市の情報を配信するこ

とについて、事業者が管理するクラウドサーバにおいて、当該ユーザの個人情

報を取り扱うことは、公益上の必要が認められ、かつ、当該市民等の権利利益を

不当に侵害するおそれがないと認める。 

 

第２ 対象事業の概要 

奈良市長（以下「実施機関」という。）は、「セグメント配信サービス」につい

て、次のとおり説明した。 

 １ セグメント配信サービスについて 

  ⑴ セグメント配信サービスの概要について 

実施機関は、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」の奈良市公式アカウントに「友だ

ち」登録した市民等に対して奈良市政に関する情報のメッセージ配信（以下

「セグメント配信」という。）サービスを行う。しかし、配信される情報が多

岐にわたるため、情報をメッセージ配信するに当たって「メッセージの送り

過ぎ」を防止し、市民等が欲しい情報に限って配信する目的で、「セグメント

配信」を行う。 

⑵ セグメント配信サービスの流れ 

   ア セグメント配信を希望する市民等（以下「市民等」という。）は、当該市

民等のスマートフォン等の端末機器にインストールした無料通信アプリ

「ＬＩＮＥ」で、奈良市が開設した公式アカウントで「友だち」登録する。 

イ 市民等は、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」上で一問一答の対話形式のアンケ

ートに回答し、当該市民等が必要な情報を選択する。 

ウ イで当該市民等は、「生まれた年」、「性別」、「居住地又は情報が必要な地

域」及び「配信等希望情報」を回答する。 

エ ウで市民等が回答した情報（以下「回答情報」という。）は、事業者が管

理するクラウドサーバ（以下「クラウドサーバ」という。）に保存される。 

   オ 実施機関は、クラウドサーバで保存された回答情報により当該市民等が
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希望する奈良市の情報を当該市民等の端末機器に配信する。 

 ２ 個人情報の安全性の確保 

実施機関は、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」を利用したセグメント配信サービス

について、市民等の個人情報を取り扱うに当たり、次のような措置を講じるこ

とで、奈良市長（以下「実施機関」という。）の安全性を確保しようとするもの

である。 

⑴ 市民等の個人情報を扱う実施機関の端末機器を限定するとともに、当該端

末機器のログインＩＤやパスワードによるアクセス権限を設定することによ

りシステムにアクセスする職員を制限すること。 

  ⑵ 市民等の個人情報の取扱いについて、その作業手順を定めた「個人情報管

理マニュアル」を作成すること。 

  ⑶ クラウドサーバを提供する事業者が講じた次の措置を確認していること。 

ア 「情報セキュリティ対策」を定め、申請情報を適切に取得・利用・提供し、

不正アクセス等を予防・是正し、個人情報に関する法令等を遵守するため、

個人情報保護マネジメントシステムを確立し、その継続的な見直し、及び

改善に努める体制を構築していること。 

イ 市民等の端末機器、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」、クラウドサーバ及び実

施機関の端末機器を接続するそれぞれのネットワーク回線はすべて暗号化

すること。 

ウ クラウドサーバを提供する事業者は、情報セキュリティマネジメントシ

ステムの国際規格ＩＳＯ２７００１、２７０１７及び２７０１８の認証を

取得していること。 

 

第３ 審議会の判断 

当審議会は、実施機関が無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」を利用したセグメント配

信サービスを運用するに当たり、第２の２⑴から⑶までの説明による措置を講

じようとしていることから、実施機関がセグメント配信サービスにおいて市民

等に係る個人情報を取り扱うことについて、公益上の必要があり、また本人の

権利利益を不当に侵害するおそれはないと認めた。 

よって、当審議会は、冒頭の「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

第４ 審議会の審査経過 

当審議会における審査経過は、次のとおりである。 

年 月 日 審 査 経 過 

令和３年 １月２１日 実施機関から諮問を受けた。 
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令和３年 １月２１日 

 

令和２年度第８回審議会 

１ 実施機関から口頭による説明を受けた。 

２ 事案の審議を行った。 

令和３年 ２月 ８日 答申案の取りまとめを行った。 

令和３年 ２月 ９日 実施機関に対して答申を行った。 

 

○ 奈良市個人情報保護審議会委員 

氏  名 役 職 名 備  考 

荒牧  裕一 大手前短期大学教授  

石黒  良彦 弁護士  

杵崎 のり子 奈良学園大学客員教授  

佐々木 育子 弁護士 会     長 

浜口  廣久 弁護士 会長職務代理者 

 


